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1.【検討指示】防犯カメラ運用細則の改正検討
◆第1回定例理事会で承認されたので、防犯カメラ運用細則の改正
検討を、同時期の答申納期で取り組むこととしましょう。

◆改正の理由は、以下の3点でしょうか。
◇細則中に現状の防犯カメラの台数等が記載されてしまっていること
◇実際に運用出来たためしが無く、ほとんど無意味なほどに手順が煩雑
であって、実運用が出来ない可能性があること

◇ 今回のシステムはカメラ28台と大規模であり、ネットワーク利用も可能で、
単純なアプローチでのセキュリティ措置では、運用・活用にも、防御にも不
十分となりかねない。

◆まだ、発注も出来ていませんが、施工は二ヶ月で終わるので、年
度中に運用が始まってしまいます。来年４月からを本格運用と定
め、それまでに実際に試用しながら、セキュリティ措置を検討し
つつ、細則の改正検討も並行して進めたい。
⇒ 本日はこの方針をご了承いただきたい。
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2. 規約改正原案の構成について
◆ 規約改正原案の訂正について
◆ 改正対応による分類
◇配布した規約改正原案は85条からなっていますが（第8章を除いてい
ますが、新設条文が多い）、改正に対応するにあたっての特徴から分
類すると、右表の様になります。

◇このうち(A) 改正検討無しについてはここで確認終了としましょう。
◇さっそく(B)の準拠する条項について確認しましょう。
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◆準拠を提案する34条項は以下の考察に基づいて選
んでいる。
◇法改正の趣旨を盛り込むための改正が多く、準拠が相
当だろう

◇法改正における新制度は、多くの新設条項となってい
て、準拠出来ない理由が無い

◇条項間の整理が行われている（電磁的方法の定義記述、
保険請求に関する事項など）

◇独自案を含んでいないものは、準拠出来ない理由がほ
とんどあり得ない

◆準拠を提案する34条項の提案内容につき、以下の
条件下で、採決する。

◆以上で85条項のうち、57条項の確認が完了するが、論点
が残るようであれば、次回に再度検討しましょう。

3. (B) 準拠する条項についての確認
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29条検討結果 現行通り 改正（準拠）
28条1項七号 提案どおり 削除
56条2項 各棟修繕積立金を削除 提案どおり
59条 提案どおり（29条を含めない） 準拠する（29条を含む）
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4. (Ｃ) 独自条項の確認
◆ 独自条項を含むもので、準拠
しないものなどが14条項ある。
◇別表番号や資料番号の違い程度の軽
微な差もある

◇前回の改正で、ある程度は違いを縮
めているが、完全に準拠してしまう
と大きな変化になる（に見えてしま
う）ので、残した部分である。
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◇ (38条)役員選挙は残した方が良いでしょう。
◇42条二項は議論ですね。粗探しの推奨に必要性があるなら、検討しましょう。
◇ (63条)一時金の徴収を躊躇無く出来るのであれば、積立金への充当を消しても
良いかもしれないが。

◇ (80条)個人情報管理細則を記載しているだけだが、どうだろうか？

◆ 以上で85条項中71条項の確認が完了する。論点が残るようであ
れば、次回に再度検討しましょう。
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35
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38

8. 長期修繕計画関連の手元にある情報のご紹介
◆ 今後の検討対象・参考情報となり得る情報は、以下のものが考えられます。
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項目 現状 URL
アルミサッシの劣化診断 保全協会に見積徴

収を依頼した
大規模修繕工事アフター5年点
検の結果 報告書が提出され

た
https://www.wealthy333.net/HOA/YakuinFiles/20260619_5n
enTenken/R8.6.19_5nenTenkenReport.pdf

消防関連3項目の現状 発注した
BS受信設備の補修状況・定期
点検

報告書が提出され
た

https://www.wealthy333.net/HOA/YakuinFiles/20260620_Rij
ikaiKairan/20260413_1BankanBSAntenaShuuri.pdf

https://www.wealthy333.net/HOA/YakuinFiles/20260620_Rij
ikaiKairan/20260513-14_BS_MeasurementData.pdf

過去の修繕履歴情報 データ収集中

最近頻発している修理案件
（漏水など）

一例をご紹介しま
す。専有部分と共
用部分が入り交
じった事例です

https://www.wealthy333.net/HOA/YakuinFiles/20260620_Rij
ikaiKairan/R080610_1-
509KyuutoukanRousuiShuuriPhoto.pdf

前回検討時の残課題（改正時
の臨時総会議案書の参考資料
に掲載）

(URLを紹介する）
https://www.wealthy333.net/MemberOnly/Giansho/2025033
0_Rinji/RinjiR070330_Giansho_k5.pdf#page=99
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9．次回以降の進め方について
◆次回の委員会は、2026年8月8日土曜日に開催し、
以降は12月答申まで毎月第二土曜日開催を予定します。
（9/12、10/10、11/14、12/12）

◆長期修繕計画の見直し関連の状況によっては、１月以降も委員会
の開催を予定しますが、その時点でご案内します。
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Appendix-A
A01. 諮問文書
A02. 標準管理規約（団地型）3版にある法改正対応以

外の提案内容(1/2)
A03. 標準管理規約（団地型）3版にある法改正対応以

外の提案内容(2/2)
A04. 諮問内容の検討スケジュール案
A05.【準拠提案】第2条 （定義）
A06.【準拠提案】第19条、20条、22条
A07.【準拠提案】第28条
A08.【準拠提案】第33条、33条の2，34条の2，35条
A09.【準拠提案】第36条、38条の2，40条
A10.【準拠提案】第41条、44条
A11.【準拠提案】第45条
A12.【準拠提案】第46条、47条
A13.【準拠提案】第48条
A14.【準拠提案】第49条
A15.【準拠提案】第51条、52条
A16.【準拠提案】第54条、55条
A17.【準拠提案】56条

A18.【準拠提案】第59条、60条、62条
A19.【準拠提案】第66条、77条
A20.【準拠提案】第77条の2、 77条の3 、 77条の4 、 

77条の5
A21.【準拠提案】第82条
A22.【独自条項】第4条，7条、10条、12条
A23.【独自条項】第14条，15条、16条
A24.【独自条項】第17条，19条の2
A25.【独自条項】第27条，38条、42条
A26.【独自条項】第63条，80条
A27. 規約改正原案の第28条を訂正したい（5項、6項

の削除）
A28. 第33条の3 国内管理人選任を義務化した場合の

条項例
A29. 参考：変更無し23条項(1/3)
A30. 参考：変更無し23条項(2/3)
A31. 参考：変更無し23条項(3/3)
A32. 参考：規約改正原案の訂正二点
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A02. 標準管理規約（団地型）3版にある法改正対応以外の提案内容(1/2)

◆ R030622版の改正概要から
◇ ITを活用した総会・理事会
◇ 感染症の感染拡大のおそれが高いと認められた場合、共用施設の使用停止等を使用細則で定めることが可
能であること、総会の延期が可能であることを記載

◇ 置き配を認める際のルールを使用細則で定めることが考えられること

◆ R060607版の改正概要から
◇ 共用部分と専有部分の配管を一体的に工事する場合に、修繕積立金から工事費を拠出するときの取扱いを
記載

◇ 総会の議決事項として、改正適正化法 第５条の３第１項に基づく管理計画の認定の申請及びマンションの
建替え等の円滑化に関する法律（平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。）第102条第１項に基
づく要除却認定の申請を追加し、これに合わせて規定順を整理

◇ 改元に伴う記載の適正化、書面・押印主義の見直しや近年の最高裁判決等に伴う改正
◇ 敷地分割事業に関する以下の点については、一部についてのみ対応していて、不完全になっている。
1. 敷地分割事業と分割請求禁止規定との関係性：第11条に相当する規定があった場合であっても、改正法に
よる改正後の円滑化法第115条の４第１項に基づく敷地分割決議による敷地分割は禁止されるものではな
いことを記載（第11条関係コメント）

2. 団地修繕積立金及び各棟修繕積立金：団地修繕積立金及び各棟修繕積立金の使途として「敷地分割に係る
合意形成に必要となる事項の調査」を記載（第28条及び同条関係コメント（団地修繕積立金）・第29条及
び同条関係コメント（各棟修繕積立金））

3. 招集手続：敷地分割決議を行うための団地総会の招集手続を記載（第45条及び同条関係コメント）
4. 団地総会の会議及び議事：敷地分割決議の決議要件を記載（第49条及び同条関係コメント）
5. 議決事項：団地総会の議決事項として管理計画の認定の申請、除却の必要性に係る認定の申請及び敷地分
割決議を記載（第50条）
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A03. 標準管理規約（団地型）3版にある法改正対応以外の提案内容(2/2)

◆ R071017版の改正概要から
1. 管理組合役員に関する規定の見直し
① 理事の職務代行者

Ø 理事が出席できない場合に理事本人に代わって理事会に出席させることができる「職務代行者」
を定める場合の考え方及び規定例をコメントに追加

② 役員の欠格条項の見直し
Ø 会社法、一般社団法人法等を参考に規定を見直し

2. 管理組合役員等の本人確認
Ø 管理組合財産を狙った、区分所有者ではない者による管理組合役員・専門
委員へのなりすまし事案の発生を踏まえ、管理組合役員、専門委員就任時
の本人確認についてコメントを追加

3. 管理組合が取り組むべき防災関係業務の内容
① 防災関係業務の明確化

Ø 管理組合において取り組むべき防災関係業務の内容をコメントに追加
② 防火管理者に関する規定の整備

Ø 消防法上設置が求められている防火管理者に関する規定例を追加

4. 喫煙に関するルールの考え方
Ø 喫煙に関するルールを定める際の考え方をコメントに追加
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1 2 3

A04. 諮問内容の検討スケジュール案
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規
約
改
正
検
討

(2)標準管理規約
（団地型）のコ
メント等を精査

2027年度（4月～3月）
2026 (令和8)年 2027 (令和9)年
2026年度（4月～3月）

(1) 法改正対応の
規約改正案討議

理
事
説
明
会

答
申

臨時総会?

広
報

住
民
説
明
会

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

① 屋内外給排水管の劣化診断結果を精査
② アルミサッシの劣化診断の実施と結果の精査
③ 消防関連３項目の実施と結果の精査
④ 大規模修繕の５年目瑕疵保証点検の結果受領

(3)答申案
のとりま
とめ

長
期
修
繕
計
画
の

部
分
的
見
直
し

関
連

(1) 検討項目の確認
(2) 劣化診断等の結果を精査（分科会？）
(3) 保全協会版の精査（分科会？）
(4) 消防関連の項目確認 答

申

広
報

理
事
説
明
会

(1) 見積金額の検討
(2) 長期修繕計画への
とりまとめ作業

(3) 資金計画の検討

住
民
説
明
会

2028 (R10)年

u 防犯カメラ運用細則の改正も課題

A05.【準拠提案】第2条 （定義）
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十一，十二号は、電磁的方
法の定義を第2条にまとめ
たもの。第46条第四項の内
容はこちらにまとまってい
るので、46条からは削除し
て準拠する

4⇐
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A06.【準拠提案】第19条、20条、22条

◆ 19条：賃借人から、誓約書だけではなく、賃貸借の事実を届け出させることを規
定している。

◆ 20条：区分所有法第5条の2（新設）の意味を団地として読み替えて確認した条文
である。

◆ 22条：届出に電磁的方法を追加するだけの改正になっている。
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4⇐

A07.【準拠提案】第28条
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◆ 第28条：法改正に対応しての修正・とりまとめであり、
準拠しておくべきである。

◆ 1項七号を規定することの可否は、議論が必要。29条の議
論とも連携するべき。

4⇐
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A08.【準拠提案】第33条、33条の2，34条の2，35条

◆ 第33条：表記が微妙に違っているが、趣旨は同じである。いずれも準拠しよう。
◆ 第35条：前条が第34条ではなくなってしまったので、第34条に変わっただけであり、準拠し
ておけばよい。NPO細則への委任事項は、他の場所ではありえず、残しておきたい。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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◆第33条の3：国内管理人に
関する規定であり、選任を
義務づける場合の規定例は
コメントにある。義務づけ
るかどうかを判断したい。

◆第34条の2：訓練の実施、
避難経路の点検、消防用設
備の点検など、従来、管理
組合が実施していないこと
を規定することに問題は無
いか？

4⇐

55

A09.【準拠提案】第36条、38条の2，40条

◆ 第36条：マンション管理を団地管理と変更しているのは、ひとつの見識であろうと思われる。
良い変更かもしれない。準拠が良い。

◆ 第38条の2：刑法改正などに対応しての修正であり、準拠しておく必要がある。
◆ 第40条：1項二号は表記形式だけと思われ、趣旨は変わっていない。二号の表現もどちらでも
良いと思われるので、準拠しておく。定期総会とするので、3項は準拠できない。4項も○ヶ月
ではまずいので、形式として準拠にならない。いずれも、趣旨としては準拠している。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A10.【準拠提案】第41条、44条

◆ 第41条：読点ひとつの違いであり、準拠が妥当だろう。

◆ 第44条：定期総会という名称で35年間やってきたので、通常総会への変更は無用だろう。
◇ 「何時でも」という表記は、少し古いのでしょうかね。準拠しましょう。
◇ 議長を選任する旨の定めをすることもできる。とコメントに記載があり、以前の検討時に採用
した。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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4⇐

A11.【準拠提案】第45条

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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A12.【準拠提案】第46条、47条

◆ 第46条：再生メニューの追加への対応であり、1項の準拠は当然である。2項は、選任基準のみ
の規定になるだけなので、準拠が妥当だろう。

◇ 電磁的方法は、第2条にまとめられたので、こちらは削除となる。
◆ 第47条：現行の3項を、2項にまとめた形になるだけで、趣旨は全く変わらない。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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4⇐

A13.【準拠提案】第48条

◆ 第48条：国内管理人や所有者不明専有部分管理人などの新制度への対応が差異のほとんどであ
り、準拠しておきたい。

◇ 別表番号まで準拠するのは大変なので、今回は見送りたい。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A14.【準拠提案】第49条
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20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx

26

4⇐

A15.【準拠提案】第51条、52条

◆ 第51条：電磁的方法により提供する、という閲覧方法は、電子メールの添付ファイルってこと
でしょうかね。WEBで見てもログは残りますので同じですかね。電磁的方法なら提供できると
する考え方に、少し疑問を感じますが、皆さんはいかがでしょうか？

◆ 第52条：電磁的方法の定義方法が変わっているので、文言として変化があるだけで、趣旨は同
じであり、準拠することになる。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A16.【準拠提案】第54条、55条

◆ 第54条：「理事が2分の1以上の理事の同意を得る」という規定は、理事が12人の場合に、招
集を提案した1名＋6名で7名なのか、6名なのか？

◆ どちらにせよ、準拠しても意味は変わらないので、準拠しておきませんか。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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4⇐

A17.【準拠提案】56条

◆ 第56条：議決要件などの緩和、新制度の導入などが多い今回の法改正への対応を考慮して、全
て準拠することを提案したい。

◇ 準拠することで、規定されなくなる条項は無い。
◇ 1項十六号が、他の条項と矛盾・相反しないかどうかが懸念されるが、標準管理規約（団地
型）では、理事会の職務として明記していることと、コメントに何も記述が無いことから、問
題無いと考える。第50条では、役員の選任および解任を議決事項としている。理事長、副理事
長などの互選ということと、実質的には違いが少ない。（理事長を決める理事会は、誰が招集
して議長をするんだろう、という疑問は残る）

◇ 第2項は、29条の検討結果と連動する。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A18.【準拠提案】第59条、60条、62条

◆ 第59条：29条（各棟修繕積立金）の検討結果による。
◆ 第60条：読点の有無、号数の違いのみであり、この際、準拠としたい。
◆ 第62条：実際に裁判などになる場合を考慮して、可能な限り準拠しておく方が得策と考える。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A19.【準拠提案】第66条、77条

◆ 第66条：差異は資料番号の記載などにとどまり、ほぼ準拠している。細則制定が推奨されている。
◆ 第77条：裁判などに関わる部分であり、改正部分は全て準拠を提案する。（変更無し3項は一致）

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A20.【準拠提案】第77条の2、 77条の3 、 77条の4 、 77条の5
◆ 第77条の2，3，4，5：
◇ 団地建物所有者の探索
◇ 所在等不明団地建物所有者の
除外

◇ 所有者不明専有部分管理人
◇ 管理不全専有部分管理命令
◆ 改正法による、上記4つの新
制度に対応した規定について
は、全てそのまま準拠を提案
する。

◆ コメントには、探索費用の事
例、除外が団地総会のみで棟
総会では除外されないこと、
所有者不明専有部分管理人は
総会の議決権を持つが、管理
不全専有部分管理人は持たな
い、「管理組合が負担した費
用」とは、請求時に納入が求
められる予納金を想定してい
る、などが記載されている。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A21.【準拠提案】第82条

◆ 第82条：準拠するための全員署名ということが、相当に困難と考えての、変更無しです。
◇ 「細則内容書面」という造語は、今回初めて出てきました。使用細則等、という言葉をコンテ
ンツを示すと捉えて、メディアにも同じ用語を使わない方が良いとの議論があったのでしょう。
妥当な議論です。これにより、4項、6項、7項については、準拠することを提案します。いず
れも、意味的には、全く同等です。

◇ 規約原本の書面を、実際にどのように整えて管理しているかは、管理員しか知らないかもしれ
ませんね。理事長の引き継ぎ事項というのが、必要なのではなかろうか。

◇ 規約原本の電子版は、改正議案のファイルを元に、都度作成して、WEB上に公開しているので、
すでに実在します。アクセス制限無しです。
https://www.wealthy333.net/HOA/Files/DantiKanriKiyaku/KanrikiyakushuuR08_Web_k1.pdf

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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A22.【独自条項】第4条，7条、10条、12条

◆ 第4条：別表1だけでなく、「及び別表2」となっている点だけが差異である。別表の表記が標
準とやや違っているだけで、準拠しているようなものです。

◆ 第7条：補助錠、網戸、セキュリティシステム玄関子機・各戸親機、玄関ポーチ灯などが、標
準（団地型）に無いが、実情に応じて修正可とされる独自条項としての許容範囲と思われる。

◆ 第10条：意味合いは同等であり、原始規約の条文を保存しているだけ。
◆ 第12条：民泊以外の住宅宿泊事業を全面的に禁止する場合の逃げ道を作る案を、参考資料から
選択して、前回の検討時に提案・採択されたものであり、変更無しを提案する。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A23.【独自条項】第14条，15条、16条

◆ 第14条：別表の表記と網戸が違っているだけで、趣旨は同等である。
◆ 第15条：1項～3項は、表記の違いはあれ、趣旨は同等である。4，5項を削除、又は修正する
ことは、利用者の意識に影響するので、どうしても必要なら，今回の検討とは別に、駐車場等
に関する課題整理からスタートした改正検討を行うべきだろう。

◆ 第16条：1項四号の追記のみが差異である。実情に応じて修正可とされる独自条項としての許
容範囲と思われる。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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A24.【独自条項】第17条，19条の2

◆ 第17条：リフォーム細則への委任を追記しているだけで、他に有意な差分は無く、ほぼ準拠し
ていると言えるだろう。

◆ 第19条の2：2項の資料1を追記している点だけが差異である。準拠していると言えるだろう。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A25.【独自条項】第27条，38条、42条

◆ 第27条：十一号の訴訟費用及び弁護士費用が唯一の差異である。前回検討時に、参考資料から
追記したものであり、現行の標準管理規約（団地型）についての疑問点とも言える。妥当な修
正と考えている。

◆ 第38条：役員選出を選挙による慣行は守るべきと考える。補欠役員の理事長による選任は実績
があり、明記しておくべきだろう。

◆ 第42条：相互牽制ということだろうが、いままでの理事会の状況において、必要性は全く感じ
ないことから、準拠しない提案としています。いかがでしょうか？

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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A26.【独自条項】第63条，80条

◆ 第63条：余剰金が増える一方で、時々、積立金に繰入を行っていた頃が懐かしいかな。その名
残の条文ですが、準拠することで、あえてここで削除してしまうのは、いかがでしょうか？
苦労された何人かの理事長経験者の皆さんに、申し訳無いと感じてしまうのは、違うかしら？

◇ ちなみに、管理費を棟別には取り扱わないと思われるので、充当するなら、団地修繕積立金に
するべきでしょう。

◆ 第80条：個人情報管理細則への委任をここに記載するのは、色々と検討した結果、ここに収
まったので、変更するのは大変ですね。

◇ 名簿に関する規定が、検討課題になりますので、その議論の中で、改めて検討しても良いポイ
ントかと思います。

◇ 個人情報管理細則は、考えようによっては、個人情報管理規約とでもするべき重要なものです
が、管理組合が営利企業では無いことから、重要視されていないようです。

◇ この条文としては、このまま残した方が良いと考えます。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
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A27. 規約改正原案の第28条を訂正したい（5項、6項の削除）
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区分所有法第
70条第１項の
一括建替え決議

一括建替えに関
する団地建物所
有者全員の合意
の後

マンションの建替え等の
円滑化に関する法律第９
条のマンション建替組合
の設立の認可

円滑化法第４５条のマン
ション建替事業の認可

建物の建替えに係る計画又は設計等に必要があ
る場合には、その経費に充当するため、管理組
合は、団地修繕積立金から管理組合の消滅時に
建替え不参加者に帰属する団地修繕積立金相当
額を除いた金額を限度として、団地修繕積立金
を取り崩すことができる。

現行規約における第28条2,5,6項の規定内容

5項：区分所有法第６２条第１項に規定する建
替え決議、一括建替え決議又は建替え
に関する区分所有者全員の合意の後で
あっても

6項：マンション敷地売却決議の後であっても

区分所有法第70
条第１項の一括
建替え決議

区分所有法第71
条第１項の団地
内建物敷地売却
決議

マンションの再生等の円滑化に
関する法律第９条第１項の
マンション再生組合の設立の認
可

円滑化法第45条第１項に基づく
事業の施行認可

円 滑 化 法 第 113 条 第 １ 項 の
マンション等売却組合の設立の
認可

一括建替え又は団地内建物敷地売却に係る区分
所有者の全員の合意の後であっても、その事業
に係る計画又は設計等に必要がある場合には、管
理組合は、その経費に充当するため、団地修繕
積立金を取り崩すことができる。

標準管理規約（団地型）における第28条2項の規定内容

一括建替え又は団地内建物敷地売却に係る決議
の後であっても、その事業に係る計画又は設計
等に必要がある場合には、その経費に充当する
ため、
管理組合は、団地修繕積立金から管理組合の消
滅時にその事業に参加しない団地建物所有者に
帰属する団地修繕積立金相当額を除いた金額を
限度として、
団地修繕積立金を取り崩すことができる。
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A28. 第33条の3 国内管理人選任を義務化した場合の条項例

◆ 義務づける場合の届出書のフォームは、コメントに記載されている。
◆ 区分所有法における国内管理人の権限の規定などは、団地関係に準用されていないが、区分所
有者と国内管理人の間の委任関係において、法定の権限以外の権限を国内管理人に付与するこ
とは可能であり、国内管理人制度を通じた団地全体の円滑な管理を実現する観点から、国内管
理人に団地の管理に関する権限をも付与しておくことが相当と考えられる。

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A29. 参考：変更無し23条項(1/3)

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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3⇐
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A30. 参考：変更無し23条項(2/3)

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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3⇐

A31. 参考：変更無し23条項(3/3)

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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A32. 参考：規約改正原案の訂正二点

2026/7/11 秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 
20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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管理という
二文字が削
除漏れ

二項に含め
る形に改正
されている
ので削除

562026/7/11
秦野南が丘もくせい西住宅管理組合 2026(令和8)年度第1回ウェルシー委員会資料 

20260711_第1回ウェルシー委員会k2.pptx
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# （現行）防犯カメラ運用細則 （改定案）防犯カメラシステム管理細則
1 （趣旨） （細則制定の目的）

2

第１条 この細則は、団地管理組合規約（以下「規約」という。）第１８条（諸
細則）の規定に基づき団地内に設置する防犯カメラの管理、運用等に関し規定す
るとともに、組合員、入居者（以下「組合員等」という。）の個人情報及びプラ
イバシー保護のために必要な事項を定めものとする。

第1条 この細則は、団地管理組合規約（以下「規約：という。）第18条（使
用細則）の規定に基づき、管理組合が団地内の共用部分に設置する防犯カメラ
システムの管理、運用等に関する所要の規定を行う事で、防犯カメラシステム
の有効な利活用を促進するにあたって、組合員、入居者や来訪者など（以下
「組合員等」という。）の個人情報及びプライバシー保護のために必要な事項
を定めることを目的とする。

X

3 （設置の目的） （設置の目的） O

4
第２条 防犯カメラの設置は、団地内における防犯、犯罪の予防及び汚損・毀
損行為等の防止、共同の利益の確保並びに管理組合の財産の維持保全に資するこ
とを目的とする。

第２条 防犯カメラシステムの設置は、団地内における防犯、犯罪の予防及
び汚損・毀損行為等の防止、共同の利益の確保並びに管理組合の財産の維持保
全に資することを目的とする。

X

5 （機器構成および設置場所） （機器構成および設置場所） O

6
第３条 防犯カメラの機器構成は、２台のカメラと１台の録画装置および１台の
モニター装置によって構成する。

第３条 防犯カメラシステムの機器構成は、28台のカメラと１台の録画装
置、１台のモニター装置およびそれらを接続するための接続装置・集線機器・
各種配線機構等により、構成する。

X

7 ２ モニター及び管理機材は管理事務所に設置する。 2　録画機材およびモニター、集線装置は、管理事務所内に設置する。 X

8
３ 理事長（団地管理組合規約第 37 条に定める理事長をいう。以下同じ。）
は、防犯カメラが録画中または作動中であることについてステッカー等の掲示に
より 周知を図ることとする。

3 理事長（団地管理組合規約第 37 条に定める理事長をいう。以下同じ。）
は、防犯カメラシステムが録画中または作動中であることについて、ステッ
カー等の掲示により、周知を図ることとする。

X

9 （防犯カメラシステム管理者） X

10 第4条 理事長は、防犯カメラシステムの管理・運用を行わせるため、防犯カ
メラシステム管理者を置くことができる。 X

11
2 防犯カメラシステム管理者は、理事会の指名提案について、定期総会にお
いて承認を受けることによって選任し、任期を１年とする。ただし、再任を妨
げない。

X

12 3 理事長および防犯カメラシステム管理者は、防犯カメラシステムの機器、
録画した映像を適正に保管、管理するものとする。 X

13 （録画と保管） （録画と保管） O

14 第４条 理事長は、防犯カメラの機器、録画した映像を適正に保管、管理するも
のとする。録画は保守点検または故障等の場合を除き、常時行うものとする。

第５条　理事長および防犯カメラシステム管理者は、保守点検または故障等の
場合を除き、防犯カメラシステムによる録画を常時行うものとする。 X

15

２ 防犯カメラの操作、録画した映像の保管および廃棄並びにこれらに付随する
行為は理事長が行う。これらの行為を防犯カメラの設置業者またはマンション管
理業者等の第三者に委託して行うことができる。この場合は、適切な管理が確保
される旨を書面で定めるものとする。

２　防犯カメラシステムの操作、録画した映像の保管および廃棄並びにこれら
に付随する行為は理事長または防犯カメラシステム管理者が行う。これらの行
為を防犯カメラの設置業者またはマンション管理業者等の第三者に委託して行
うことができる。この場合は、適切な管理が確保される旨を書面で定めるもの
とする。

X

16

３ 録画した映像の保管期間は４０日以内とする。保存期間が経過した記録映像
は消去する。ただし、理事会（団地管理組合規約第 53 条に定める理事会をい
う。以下同じ。）は必要に応じてこの保存期間を延長することができる。

３　防犯カメラシステムによって録画された映像の保管期間は８０日以内とす
る。保存期間が経過した記録映像は消去する。ただし、理事会（団地管理組合
規約第 53 条に定める理事会をいう。以下同じ。）は必要に応じてこの保存
期間を延長することができる。

X

17 （録画映像の閲覧） （録画映像の閲覧可能ケース） X

18 第５条 録画した映像は、次の各号のいずれかに該当する場合に閲覧すること
ができるものとする。

第６条 録画した映像は、次の各号のいずれかに該当する場合に閲覧するこ
とができるものとする。 X

19 一．犯罪行為、汚損・毀損及び共同の利益に反する行為が発生した場合 一．犯罪行為、汚損・毀損及び共同の利益に反する行為が発生した場合 O
20 二．前号の行為の予防保全措置を講じる必要が極めて高いと認められる場合 二．前号の行為の予防保全措置を講じる必要が極めて高いと認められる場合 O
21 三．警察等の捜査機関からの要請若しくは法令の定めによる要請の場合 三．警察等の捜査機関からの要請若しくは法令の定めによる要請の場合 O
22 四．行方不明者等の安全確保・捜索などのために必要と認められる場合 X
23 五．鳥獣被害防止等のために必要と認められる場合 X
24 四．理事会が必要と認めた場合 六．理事会が必要と認めた場合 X
25 （録画映像の閲覧手順） X

26 2 録画した映像を閲覧しようとするときは、理事会の決議を経て、理事／監事
２名以上の立会いのもと行わなければならない。

第７条　録画した映像を閲覧しようとするときは、原則として、理事会の決議
を経て、複数の役員の立会のもとで行わなければならない。 X

27
3 前項の録画した映像の閲覧につき、理事会の決議を経る時間的余裕がない時
は理事長の判断により閲覧することができる。この場合、理事長は、閲覧後速や
かに理事会に報告しなければならない。

2 前項の録画した映像の閲覧につき、理事会の決議を経る時間的余裕がない
時は理事長の判断により閲覧することができる。この場合、理事長は、閲覧後
速やかに理事会に報告しなければならない。

X

28 （録画映像の第三者による閲覧・貸与） X

29 4 理事長は、録画した映像を次の各号に掲げる場合を除いて第三者に閲覧さ
せ、または貸与しては ならない。

第８条　理事長または防犯カメラシステム管理者は、録画した映像を次の各号
に掲げる場合を除いて第三者に閲覧させ、または貸与しては ならない。 X

30 一．１項第三号の捜査機関若しくは法令の定めによるとき 一．１項第三号の捜査機関若しくは法令の定めによるとき O

31 二．犯罪行為等の被害者からの閲覧要請により、理事長が理事会の会議を経て承認したとき
二．犯罪行為等の被害者からの閲覧要請により、理事長が理事会の決議を経て
承認したとき X

32 三．その他理事会の決議により第三者への貸与の必要性を認めたとき 三．その他理事会の決議により第三者への貸与の必要性を認めたとき O

33 5 理事長は、録画した映像を閲覧または貸与した場合には、閲覧の年月日およ
び時刻並びに閲覧者の氏名を防犯カメラ閲覧記録簿に記録しなければならない。

2 理事長または防犯カメラシステム管理者は、録画した映像を閲覧または貸
与した場合には、閲覧の年月日および時刻並びに閲覧者の氏名を防犯カメラシ
ステム閲覧記録簿に記録しなければならない。

X

34 6 前項の防犯カメラ閲覧記録簿は、少なくとも１０年以上保管しなければなら
ない。

3 前項の防犯カメラシステム閲覧記録簿は、少なくとも１０年以上保管しな
ければならない。 X

35 （守秘義務） （守秘義務） O

36 第６条 録画した映像を閲覧した者は、閲覧することによって知り得た情報を
第三者に漏らしてはならない。

第９条 録画した映像を閲覧した者は、閲覧することによって知り得た情報
を第三者に漏らしてはならない。 X

37
2 役員および防犯カメラシステム管理者を除く者が録画映像を閲覧するに際
しては、閲覧することによって知り得た情報についての守秘義務に関する誓約
書への署名を要する。

X

38 （組合員等からの閲覧申請） （組合員等からの閲覧申請） O

39
第７条 組合員等が自らの所有物等に第５条第１項各号のいずれかに該当する
場合において、防犯カメラの記録映像の閲覧を希望する場合は、別紙様式８によ
る申請書を理事長に提出してしなければならない。

第10条 組合員等が、第６条第１項各号のいずれかに該当する場合におい
て、防犯カメラシステムの記録映像の閲覧を希望する場合は、別紙様式８によ
る申請書を理事長に提出しなければならない。

X
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40

２ 前項において、理事長は、第５条第１項各号に該当しないときには、申請を
却下するものとする。また、第５条第１項各号に該当する場合であっても、申請
者が閲覧する必要がないと判断されるときには、申請者の閲覧を拒否することが
できる。

２ 前項において、理事長は、第６条第１項各号に該当しないときには、申請
を却下することができる。また、第６条第１項各号に該当する場合であって
も、申請者が閲覧する必要がないと判断されるとき、または申請者による閲覧
が他社の権利を侵害するおそれがあると認められるときには、申請者の閲覧を
却下することができる。

X

41 3 第４条第３項の規定にかかわらず、理事長は第１項の申請があった場合に
は、申請の適否が決定するまで、その日時の記録映像を保存するものとする。

3 第5条第３項の規定にかかわらず、理事長は第１項の申請があった場合に
は、申請の適否が決定するまで、その日時の記録映像を保存するものとする。 X

42 4 防犯カメラの記録映像を申請者に閲覧させる場合は、理事長がその場所、日
時を指定することができる。

4 防犯カメラシステムの記録映像を申請者に閲覧させる場合は、理事長がそ
の場所、日時を指定することができる。 X

43 5 防犯カメラの記録映像を申請者に閲覧させる場合は、第５条第４項、第５項
及び第６条の規定を適用する。

5 防犯カメラシステムの記録映像を申請者に閲覧させる場合は、第8条第1
項、第2項及び第9条の規定を適用する。 X

44 6 申請者の同居者が、防犯カメラの記録映像の閲覧を求める場合は、申請者も
その閲覧に立ち会わなければならない。

6 申請者の同居者が、防犯カメラの記録映像の閲覧を求める場合は、申請者
もその閲覧に立ち会わなければならない。 O

45 7　第２項の適否の通知は、別紙様式９によるものとする。 7　第２項の適否の通知は、別紙様式９によるものとする。 O
46 （記録映像の閲覧又は複製提供） （記録映像の閲覧又は複製提供） O

47

第８条 管理組合は、警察署から書面により記録映像の閲覧を求められ、又は
記録映像複製の提供を求められた場合には、理事会の決議を経て、これを閲覧さ
せ、又は提供することができる。ただし、理事会の決議を経る時間的余裕がない
ときは、理事長の判断により閲覧させ、又は提供することができる。この場合、
理事長は、事後速やかに理事会に報告しなければならない。

第11条 管理組合は、警察署から書面により記録映像の閲覧を求められ、又
は記録映像複製の提供を求められた場合には、理事会の決議を経て、これを閲
覧させ、又は提供することができる。ただし、捜索差押許可状の提示がある場
合や、理事会の決議を経る時間的余裕がないときは、理事長の判断により閲覧
させ、又は提供することができる。この場合、理事長は、事後速やかに理事会
に報告しなければならない。

X

48 （細則外事項） （細則外事項） O

49 第９条 この細則に定めの無い事項については、関連法令を遵守し、規約、総
会決議事項および他の使用細則等の定めるところによる。

第12条 この細則に定めの無い事項については、関連法令を遵守し、規約、
総会決議事項および他の使用細則等の定めるところによる。 X

50 （細則の改廃） （細則の改廃） O

51
第１０条 この細則の変更又は廃止は、団地総会の決議によるものとする。ただ
し、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更を
経なければ行うことができない。

第13条 この細則の変更又は廃止は、団地総会の決議によるものとする。ただ
し、この細則の変更が規約の変更を必要とする事項であるときは、規約の変更
を経なければ行うことができない。

X

52 附則 附則 O
53 1  本細則は、2019(令和元)年 6 月 1 日からその効力を発する。 1  本細則は、2019(令和元)年 6 月 1 日からその効力を発する。 O

54 2 2023( 令和 5) 年 3 月 26 日開催の臨時総会における決議による本細則の改
訂版は、2023(令和 5)年 4 月 1 日から施行する。

2 2023( 令和 5) 年 3 月 26 日開催の臨時総会における決議による本細則の
改訂版は、2023(令和 5)年 4 月 1 日から施行する。 O

55 O
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